
平成３０年１２月

宮 内 庁

平成３１年度歳出予算

政府案の概要について

（単位：百万円）

比較増△減
区 分 ３０年度 ３１年度

当初予算 政 府 案 金額 率

皇 室 費 9,860 11,737 1,878 19.0％

皇室の御活動や皇室用財産の維持管理等に必要な経費
など

（項）内 廷 費 324 324 - -％

（項）皇 族 費 364 264 △100 △27.4％

（項）宮 廷 費 9,171 11,149 1,978 21.6％

（組織）宮 内 庁

宮内庁の運営に必要な人件費・事務費など

（項）宮 内 庁 11,466 12,327 861 7.5％

皇室費・(組織)宮内庁の合計 21,325 24,064 2,738 12.8％

（注）四捨五入の関係で，合計等は必ずしも一致しない。

【主な事項】

（１）皇位継承関係経費（詳細別紙）

①儀式関係

皇室費 ２，５１３百万円

(組織)宮内庁 ６３百万円

②お住まい関係

皇室費 １，２８４百万円

③お支え関係

(組織)宮内庁 ２９８百万円

（２）三の丸尚蔵館の整備 １，５００百万円

（全体計画額 約１３０億円程度）



 

 

皇位継承関係経費の概要（平成 31 年度） 
 

①儀式関係 

皇室費        ２，５１３百万円 

                         (平成 31 年度) (全体想定額)  

○大嘗祭関係            １，８６６百万円(2,719 百万円) 

 ・大嘗宮の儀                  １，５９８百万円  (2,392 百万円) 

   大嘗宮設営関係費                １，３１７百万円    (1,907 百万円) 

 ・大饗の儀                     ２３１百万円   ( 258 百万円) 

 ・大嘗祭挙行に伴う経費                ３７百万円   (  70 百万円) 

○その他の皇位継承儀式関係       ６４７百万円(1,065 百万円) 
 

(組織)宮内庁(皇室活動随伴等旅費 等)６３百万円 

 
②お住まい関係 

皇室費        １，２８４百万円 

○工事費(新天皇皇后両陛下のお住居となる予定の御所,秋篠宮邸,赤坂新倉庫)                   

１，１９３百万円 
 

○工事監理費，設計費               ９０百万円 

 
③お支え関係 

(組織)宮内庁       ２９８百万円 

○お支え体制増員分等の人件費          ２６５百万円 

○事務機器等の職務環境の整備等に必要な経費    ３３百万円 



 

皇位継承における皇室費での儀式関係経費の概要について 
 

大嘗祭関係 平成 31 年度 1,866 百万円（今回 2,719 百万円，前回 2,249 百万円） 
〇大嘗宮の儀（参列者 700 名（前回 1,000 名）） 

平成 31 年度 1,598 百万円(今回 2,392 百万円，前回 1,827 百万円) 

・大嘗宮設営関係費 平成 31 年度 1,317 百万円（今回 1,907 百万円，前回 1,453 百万円） 

（平成時からの情勢の変化） 

・消費税率変更（3％→8％→10％（来年 10 月）） 

・物価の上昇 

・人件費の著しい増加や材料費の高騰 

→ 前回と同様の規模・資材では２５億円程度 
 

（主な節減事項）・主要三殿屋根材を萱葺から板葺へ変更 

・皮付き丸太は主要三殿等に限定 

・小忌幄舎（2 棟）・殿外小忌幄舎の規模縮小（前回の 40％，75％） 

・膳屋（2 棟），斎庫の構造見直し（木造から組立式へ） 

・雨儀廊下（供奉員使用）の長さ縮小 

・一般参列者用幄舎の縮小（前回の 66％） 

・全体の区域面積の縮小(99ｍ×95.40ｍ→88.15ｍ×89.70ｍ) 

→ ６億円程度の削減 

 

○大饗の儀 平成 31 年度 231 百万円（今回 258 百万円，前回 347 百万円） 

・招待者・回数 700 名 2 回（前回 1,000 人 3 回） 

・下賜用挿華，酒饌・饗膳の見直し 

 

その他の皇室関係儀式関係  

平成 31 年度 647 百万円（今回 1,065 百万円，前回 413 百万円） 
 

※装束は，補修可能なものは補修により対応 
 

皇室費での儀式関係経費の合計 

平成 31 年度 2,513 百万円（今回 3,784 百万円，前回 2,662 百万円） 



宮内庁関係予算の概要
（平成３１年度予算政府案）

（項）内 廷 費 ３億２千４百万円

天皇陛下及び上皇陛下並びに内廷皇族の日常の

費用等（御手元金）｡

法律(皇室経済法施行法第７条)による定額。

（参考）

＜皇室経済法 第４条＞

内廷費は，天皇並びに皇后，…皇太子，皇太子妃…

内廷にあるその他の皇族の日常の費用その他内廷諸費

に充てるものとし，別に法律で定める定額を，毎年支

出するものとする。

＜天皇の退位等に関する皇室典範特例法 附則第４条・

第５条＞

皇 室 費

（項）皇 族 費 ２億６千４百万円

１１７億３千７百万円

皇族としての品位保持の資に充てるため，各宮家

（参考） の皇族に対し年額で支出されるもの（御手元金）。

＜皇室経済法 第３条＞ 法律(皇室経済法施行法第８条)で定める定額に

予算に計上する皇室の費用は，これを内廷費， 基づき算出される額。

宮廷費及び皇族費とする。 （参考）

＜皇室経済法 第６条＞

皇族費は，皇族としての品位保持の資に充てるため

に，年額により毎年支出するもの…とする。

その年額…は，別に法律で定める定額に基いて，こ

れを算出する。

（注）皇族が独立の生計を営む際，皇族の身分を離れ

る際には，別途一時金が支出される。

＜天皇の退位等に関する皇室典範特例法 附則第６条＞

（項）宮 廷 費 １１１億４千９百万円

皇室の御活動や皇室用財産の維持管理等に必要な

経費。

（参考）

＜皇室経済法 第５条＞

宮廷費は，内廷諸費以外の宮廷諸費に充てるものとし，

宮内庁で，これを経理する。

（組織）宮 内 庁

１２３億２千７百万円

宮内庁の運営に必要な人件費・事務費など



平成３１年度歳出予算政府案の概要

 （単位：百万円）

平成30年度 平成31年度

当初予算額 政　府　案 金　　額 ％

9,860 11,737 1,878 19.0

（項）内　　廷　　費 324 324 - -

（項）皇　　族　　費 364 264 △ 100 △ 27.4

9,171 11,149 1,978 21.6

儀 典 関 係 費 2,365 3,336 972 41.1

宮 殿 等 管 理 費 1,029 1,004 △ 24 △ 2.4

皇室用財産修繕費 1,445 1,473 27 1.9

皇居等施設整備費 3,941 4,963 1,022 25.9

文 化 財 管 理 費 214 225 11 5.2

車 馬 管 理 費 178 148 △ 30 △ 16.8

（組織）宮　内　庁

   （項）宮　内　庁

　人　件　費　等 11,466 12,327 861 7.5

21,325 24,064 2,738 12.8

   

（注）四捨五入の関係で，合計等は必ずしも一致しない。

 皇 室 費･
　(組織)宮内庁合計

区　　　　分
比 較 増 △ 減

 皇 　室　 費

（項）宮　　廷　　費



 
 

 

平成３１年度 機構・定員要求で認められた事項 

 

１ 機構 

○ 天皇陛下の御退位及び皇太子殿下の御即位に伴う新組織 

（上皇職及び皇嗣職）の整備 

○ 公文書管理及び情報公開の適正を確保するための体制整備 

公文書監理官（充て職）の新設 
 

２ 定員 

増 員 ３６人 

・ 天皇陛下の御退位及び皇太子殿下の御即位に伴う体制整備 

１０人 

・ 公文書管理に関する事務体制の強化 １人 

・ 宮内庁における広報の事務体制の強化 １人 

・ 皇室用財産の公開拡充及び管理運営体制の強化 １人 など 

減 員 ▲５人（参考） 
 

○ 天皇陛下の御退位及び皇太子殿下の御即位に伴う側近・侍側奉仕の体制整備 
 

平成２９年度 平成３０年度 皇位継承後 

(現)侍従職  ７９人 ７９人 (新)上皇職  ６５人 

(現)東宮職  ５１人 ５６人 (新)侍従職  ７５人 

(現)秋篠宮家 １２人 ２４人 (新)皇嗣職  ５１人 

小   計 １４２人 １５９人 小   計 １９１人 

(注) ・ 国家公務員法特記の特別職を含む。 

・ 秋篠宮家の職員数からは，自動車運転手，調理人を除いてある。 
 

○ 上皇職及び皇嗣職に法律・政令で設置される官職 

 ・ 上皇職 

    上皇侍従長，上皇侍従次長，上皇女官長，上皇侍医長，上皇侍従，上皇女官， 

上皇侍医 

・ 皇嗣職 

   皇嗣職大夫，皇嗣職宮務官長，皇嗣職侍医長，皇嗣職宮務官，皇嗣職侍医 


